






















































































































大規模修繕委員会設置細則 

 

 グラン・コート南橋本管理組合（以下「管理組合」という。）大規模修繕委員会設置について細則を下記の通

り定める。 

 

第１条 （目 的）大規模修繕工事にあたり、管理組合の理事では、1 年の任期の為、大規模修繕工事の流れを

把握しづらいと考え、ある程度知識がある・意欲のある組合員が大規模修繕委員に就任することで工事

を円滑に進めことを目的とする。 

 

第２条 （大規模修繕委員会の役割）大規模修繕委員会は大規模修繕工事に際して、理事会に助言を行うことを

役割とする。 

 

第３条 （大規模修繕委員会の業務）大規模修繕委員会は主に、大規模修繕工事の内容の精査、工事業者の選定、

工事の打ち合わせ、工事終了の確認等の業務を行う。また、理事会に対して、大規模修繕委員会より大

規模修繕工事に関する総会議案を提出することができる。 

 

第４条 （大規模修繕委員会の選任）大規模修繕委員会は現に本マンションに居住する組合員のうち、総会で選

任する。なお、選任方法は事前に立候補を募り、総会で承認をおこなう。 

 

第５条 （大規模修繕委員会の人数）大規模修繕委員会は人数については特に定めない 

 

第６条 （大規模修繕委員会の任期）大規模修繕委員会の任期は、選任を受けた総会時より大規模修繕工事終了

後の１年点検時までとする。 

 

第７条 （大規模修繕委員会設置細則の改廃）大規模修繕委員会設置細則の改廃及び変更については管理規約第

５０条によるものとする。 

 

第８条 （細則の発効）大規模修繕委員会設置細則は、２０２１年１１月２８日から施行するものとする。 


